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相続により事業を承継した場
合の減価償却資産と消費税の
課税方法の取扱い

個人事業 を経営 していた父が

亡 くなったため、相続人のサラ

リーマンである私が減価償却資

産とともにその事業を引き継ぎました。

この場合、引き継いだ減価償去,資産につ

いて、税務上どのように取り扱われますか。

また、父は消費税については簡易課税を選

択 していましたが、私も引き続き簡易課税

で申告してもよろしいのでしょうか。

相続によって取得 した減価償

却資産については、被相続人の

取得価額及び未償却残額が相続

人に引き継がれます。よって被

相続人と同じ取得価額や耐用年数を使用す

ることになります。

なお、償却方法については被相続人から

引き継がれません。よって、被相続人が定

率法により減価償去,し ていた資産について

相続人においても定率法を選択 したけれ

ば、相続 した年の確定申告書の提出期限ま

でに償却方法の届出書の提出がみ要になり

ます。なお、平成 19年 4月 1日 以後の相続

により取得 した建物の減価償去,方法は定額

法となります。

ただし、相続人が限定承認をしたことに

よ
')、
被相続人にみなし譲渡の規定が適用

された場合には、取得価額や耐用年数の引

き継ぎはなく、相続時の時価が取得価額と

なり、耐用年数については、中古資産を取

得 した場合と同様に、使用可能期間を見積

もって計算することになります。

消費税の課税方法については、相続人に

引き継がれません。相続人が簡易課税を選

択 したければ、原則として、その相続があ

った年の年末までに、所轄税務署長に対 し、

簡易課税制度選択届出書を提出する必要が

あります。

◆
◆
◆
―
―
―
―
―
―

貯蔵品の管理について

区王Iぃつ括「 貿晨た屋言でE愚肩娼丞
とし、未使用のものは貯蔵品として計上

しなければ
｀
ならないとのことですが、例

外的な取扱いはないのでしょうか。

囚 貯緊 七と鸞 と ず 現 藝

業年度の損金とはなりませんが、法人が

事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、

広告宣伝用印刷物、見本品その他これら

に準ずる棚卸資産について各事業年度ご

とにおおむね一定数量を取得 し、かつ、

経常的に消費するものに限っては、その

取得に要 した費用の額を継続 してその取

得をした日の属する事業年度の損金の額

に算入 している場合には、この処理が認

められることとされています。

ただし、損金の額に算入する金額が製

品の製造等のために要する費用となる場

合には、その金額は製造原価に算入する

こととなります。

花しょうぶ

事務所 〒604‐ 8106
京都市中京区御池通堺町東南角
吉岡御池ビル902号

TEL (075)213-1944
FAX (075)213-1946

構と労務  J k 欲無ガ
'力
″♂

国
　
国
　
国

回

　

国

7
0- 月― 火―  水 ― 木― 金― ●
r2,IF 5び

/    8    ,    rO   rF    r2   ′J
ァィ   rj   =び   ヱ/   ′∂   r,   2θ

2′   22   2,   2Y   25   2σ    2/

28   29   ぢ0    =     '     t     ‐

地方税/個 人の道府県民税及び市町村民税の納付                 支払後 5日 以内

(第 1期分)  市町村の条例で定める日  労 務/児 童手当現況届 (市町村役場に提出)

労 務/健 康保険・厚生年金保険賞与等支払届                     6月 30日

借
地
権
の
更
新
料
の
取
扱
い
に
つ
い
て

法
人
が
借
地
権
の
更
新
料

の
支
払

い
を
し
た
場
合
、
ど

う
な
取
扱

い
と
な
る
の
で
し
ょ

ゑ?間
蛍
頭
　
権
帷
雌
簿 っ
陸
腫
噺
脚
魏
鞘
潮

る
こ
と
と
な
り
、
損
金
に
算
入
さ
れ

ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
更
新
直
前
の
帳
簿
価
額

に
更
新
時
の
借
地
権
の
価
額
（時
価
）

の
う
ち
、
そ
の
更
新
料
の
額
の
占
め

る
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
を

そ
の
事
業
年
度
の
損
金
の
額
に
算
入

る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

借
地
権
は
土
地
同
様
、
減
価
償
却

資
産
で
は
な

い
た
め
契
約
期
間
で
償

却
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
更

新
時
ま
で
の
存
続
期
間
に
お

い
て
権

利
と
し
て
の
価
値
が
減
少
し
た
も
の

と
考
え
、　
一
定
の
金
額
を
損
金
の
額

に
算
入
す
る
と

い
う
取
扱

い
と
な

っ

て
い
ま
す
。

税金の扱いが異なる定額給付金と地域振興券  「定額給付金」は、所得税、個人住民
税ともに非課税扱いです。これに対し平成11年に実施された「地域振興券」は、一時所得

扱いでした。地域振興券の対象者は、若い世代の親など可処分所得の比較的低い層である

ため、50万円の特別控除額により課税されることはほとんどないという理由からでした。
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表で見る
法人企業の実態

洸制改正の影響で

交際費が減少

国
税
庁
が
毎
年
行

っ
て
い
る

「
税

務
統
計
か
ら
見
た
法
人
企
業
の
実
態
」

調
査
は
、
法
人
税

の
中
告
等
を
基
に

し
た
調
査
で
あ
る
た
め
、
我
が
国
の

法
人
の
状
況
を
極
め
て
正
確
に
反
映

す
る
も
の
と
い
え
ま
す
。

そ
こ
で
、
最
新
の
調
査

（平
成
十

九
年
四
月
か
ら
二
十
年
三
月
ま
で
の

決
算
が
対
象
）
か
ら
、
業
種
別
の
所

得
率
や
交
際
費
な
ど
法
人
の
近
況
を

見
て
み
ま
す
。

法
人
数
は
二
五
九
万
社

平
成
十
九
年
度
分
の
法
人
数
は
二

五
九
万
四
、
二

一
四
社
で
前
年
度
よ

り
若
千
増
加
し
て
い
ま
す
。

資
本
金
別
に
み
る
と
、
資
本
金

一

千
万
円
未
満
の
法
人

（五
六

・
○
％
）

と
資
本
金

一
千
万
円
以
上

一
億
円
未

満
の
法
人

（
四
二

・
四
％
）
で
全
体

の
九
人

・
四
％
を
占
め
て
い
ま
す
。

ま
た
、
組
織
別
に
み
る
と
、
会
社

法
の
影
響
で
株
式
会
社

（特
例
有
限

会
社
を
含
む
）
が
全
体

の
九
六

・

六
％
を
占
め
て
い
ま
す

（表
１
）
。

赤
字
法
人
割
合
六
七

・

一
％

表
２
に
示
す
よ
う
に
、
黒
宇

（利

益
計
上
）
法
人
は
人
五
万
二
、
六
二

七
社

（構
成
比
三
二

・
九
％
）
、
赤
字

（欠
損
）
法
人
は

一
七
三
万
五
、
四
五

七
社

（同
六
七

・
一
％
）
で
、
赤
字

法
人
割
合
は
前
年
に
比
べ
て
○

・
八

ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
て
い
ま
す
。

所

得

率

四

・
八

％

所
得
率
は
黒
宇
法
人
だ
け
を
対
象

に
し
て
、
所
得
金
額
を
営
業
収
入
金

額
で
除
し
た
も
の
で
、
こ
の
率
が
高

い
ほ
ど
収
益
力
が
高

い
こ
と
を
示
し

て
い
ま
す
。

営
業
収
入
や
所
得
金
額
は
、
企
業

規
模
の
違

い
が
あ
る
た
め
、　
一
社
当

た
り
の
平
均
値
を
算
出
し
て
も
ほ
と

ん
ど
意
味
が
な

い
の
で
、
自
社
の
業

況
が
他
社
と
比
べ
て
ど
の
よ
う
な
状

況
か
を
知
る
に
は
、
こ
の

「所
得
率
」

が
最
適
と
い
わ
れ
て
い
ま
す

（表
３
）
。

益
金
処
分

の
内
容

黒
宇
法
人
に
お
け
る
益
金
処
分
の

内
訳
を
構
成
比
で
み
る
と
、
社
内
留

保

（四
七

・
一
％
）
、
法
人
税
額

（二

〇

・
五
％
）
、
支
払
配
当

（
一
七

・

五
％
）
、
そ
の
他
の
社
外
流
出

（
一

四

・
九
％
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。

交
際
費

の
支
出
状
況

交
際
費
の
支
出
額
は
三
兆
三
、
人

○
○
億
円
で
年
々
低
下
傾
向
に
あ
り

ま
す
。
平
成
十
年
当
時
五
兆
円
あ

っ
た
交

際
費
は
、
毎
年
減
少
し
続
け
十
六
年

に
は
三
兆
四
、
三
九
三
億
円
ま
で
減

り
、
十
七
、
十
八
年
に

一
時
的
に
前

年
よ
り
増
え
ま
し
た
が
、
十
九
年
に

は
再
び
減
少
に
転
じ
て
い
ま
す
。
業

績
低
迷
に
伴
う
支
出
抑
制

の
ほ
か
、

十
八
年
度
税
制
改
正
に
よ
り
、　
一
人

当
た
り
五
千
円
以
下
の
社
外
飲
食
費

を
交
際
費
等

の
範
囲
か
ら
除
外
す
る

見
直
し
が
行
わ
れ
た
こ
と
も
、
減
少

要
囚
と
み
ら
れ
て
い
ま
す
。

営
業
収
入

一
〇
万
円
当
た
り
の
交

際
費
等
支
出
額
は
、
全
体
で
二

一
六

円
で
、
こ
れ
を
資
本
金
別
に
み
る
と
、

資
本
金

一
千
万
円
未
満
が
六
三
五
円

と
最
も
高
く
、
資
本
金
が
大
き
く
な

る
に
つ
れ
て
少
な
く
な
り
ま
す

（表

４
）
。ま
た
、
業
種
別
に
み
る
と
、
建
設

業
が
九
年
連
続
し
て
最
も
高
く
四
六

人
円
、
次
に
出
版
印
刷
業
が
四
二
二

円
、
料
理
飲
食
旅
館
業
が
三
二
六
円

と
高
く
、
鉱
業
が

一
四
〇
円
、
金
融

保
険
業
が

一
四
六
円
、
卸
売
業
が

一

五
五
円
と
低
く
な

っ
て
い
ま
す
。

表 1 法人数 (組織別・資本金別 )

表 2 黒字法人数・赤字法人数の累年比較

◆
―
―
―
―
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―
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―
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―
―
―
―
―
―
―
―
◆
◆
◆

表 3 所得率 (業種別 )

(注 1)法人数には連結法人 を含みます。
(注 2)対象事業年度 は、平戊 17年分までは2～ 1月 決算ベース
18年分からは4～ 3月 決算ベース。

表 4 交際費等支出額 (資本金別 )

区 分

(組織別)

1,000万 円未満

(ltL)

1,000万 円以上
1億円未満

(社 ) (社 )

合 計

(社 )

構成比

(O/。 )

株式会社

合名会社

合資会社

合同会社

その他

1,399,628

4,238

23,524

3,946

21,853

1,067,558

1,442

2,024

6

30,077

31,045

0

0

44

封,430

6,901

2

2

2

492

21505,132

5,682

25,550

3,998

53,852

966

02

10

02

21

合計

(構成比)

1,453,189

560

封,封 01,107

424

321519

13

7,399

03

2,594,214

1000

1000

区 分     (業 種別) 所得率 (O/。 )

農 林 水 産 業

繊 維 工 業

化 学 工 業

鉄 鋼 金 属 工 業

機 械 工 業

食 料 品 製 造 業

出 版 印 刷 業

そ の 他 の 製 造 業

小    売    業
料 理 飲 食 旅 館 業

金  融 保  険 業
不 動 産 業

運 輸 通 信 公 益 事 業

サ  ー  ビ ス  業
そ の 他 の 法 人

31

197

30

44

70

59

61

39

89

71

25

35

37

110

78

66

48

62

計 48

区  分

法 人 数
(社 ) 赤字法人

割合 (%)

(A)/″ (B)

黒字法人 赤字法人

`A｀

合 計

(B)

平成 9年分

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

(構成比 )

867,184

820,302

760,187

802,434

806,867

792,626

813,184

846,630

849,530

87司 ,241

852,627

(329)

1,598,163

1,688,550

1,767,037

1,734,444

1,742,136

1,757,461

1,737,382

1,722,023

1,730,981

1,715,343

1,735,457

(671)

2,465,347

2,508,352

2,527,224

2,536,878

2,549,003

2,550,087

2,5501566

2,568,653

21580,511

2,586,584

2,588,084

(1000)

648

673

699

684

683

689

681

670

671

663

671

分区

(資本全階級別)

支出額

(A)

(億円 )

損金不算入額

(B)

(億 円)

限金不算入割台

(B)/′ (A)

(°/。 )

1社当たり

(千円)

営業収入

10万円当たり

(円 )

1,000万 円未満

1,000万 円以上5,000万円未満

5,000万円以上1億円未満

1億円以上10億円未満

10億 円以上

7,689

121636

2,514

3,046

7,915

,ヽ046

3,327

1,489

21888

7,915

136

263

592

948

1000

529

1,217

4,237

9,886

113,363

635

366

184

138

107

合計 33】 800 封6,665 11306
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